
令和４年度福島県流域下水道事業会計補正予算（第３号）

（総 則）

第１条 令和４年度福島県流域下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入の補正）

第２条 収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

科 目 既決予定額 既提出補正予定額 今回提出補正予定額 計

収 入

第１款 流域下水道事業収益 8,211,705千円 △3,694千円 250千円 8,208,261千円

第１項 営 業 収 益 3,792,044千円 34千円 250千円 3,792,328千円

（資本的収入及び支出の補正）

第３条 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,563千円は、過年度分損

益勘定留保資金２千円、当年度分損益勘定留保資金1,561千円で補塡するものとする。）。

科 目 既決予定額 既提出補正予定額 今回提出補正予定額 計

収 入

第１款 資 本 的 収 入 2,736,396千円 33,551千円 313,699千円 3,083,646千円

第１項 企 業 債 383,200千円 12,300千円 71,200千円 466,700千円

第２項 補 助 金 939,600千円 10,000千円 171,000千円 1,120,600千円

第４項 負 担 金 等 611,446千円 11,251千円 71,499千円 694,196千円
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支 出

第１款 資 本 的 支 出 2,737,709千円 33,500千円 314,000千円 3,085,209千円

第１項 建 設 改 良 費 1,639,118千円 33,500千円 314,000千円 1,986,618千円

（企業債の補正）

第４条 企業債を次のとおり補正する。

補 正 前

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利率 償 還 の 方 法

建 設 改 良 費 383,200千円 １ 借入方法 普通貸借又は債 年10％以内 起債日から30年以内（据置期間を含

券発行 (ただし、 む。）の期間において資金の融通条

債券の発行価格 利率見直し 件及び知事の定めるところにより償

は、知事が定め 方式で借り 還する。ただし、事業会計の都合に

る。 入れる政府 より繰上償還をし、償還年限を短縮

２ 借入資金 政府資金その他 資金につい し、又は借換えをすることができる

て、利率の ものとする。

見直しを行

った後にお

いては、当

該見直し後

の利率)

補 正 後

既 提 出

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利率 償 還 の 方 法

建 設 改 良 費 395,500千円 １ 借入方法 普通貸借又は債 年10％以内 起債日から30年以内（据置期間を含
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券発行 (ただし、 む。）の期間において資金の融通条

債券の発行価格 利率見直し 件及び知事の定めるところにより償

は、知事が定め 方式で借り 還する。ただし、事業会計の都合に

る。 入れる政府 より繰上償還をし、償還年限を短縮

２ 借入資金 政府資金その他 資金につい し、又は借換えをすることができる

て、利率の ものとする。

見直しを行

った後にお

いては、当

該見直し後

の利率)

今 回 提 出

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利率 償 還 の 方 法

建 設 改 良 費 466,700千円 １ 借入方法 普通貸借又は債 年10％以内 起債日から30年以内（据置期間を含

券発行 (ただし、 む。）の期間において資金の融通条

債券の発行価格 利率見直し 件及び知事の定めるところにより償

は、知事が定め 方式で借り 還する。ただし、事業会計の都合に

る。 入れる政府 より繰上償還をし、償還年限を短縮

２ 借入資金 政府資金その他 資金につい し、又は借換えをすることができる

て、利率の ものとする。

見直しを行

った後にお

いては、当

該見直し後

の利率)
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